
金
滞
古
蹟
志
春
三

一
分
方
を
勘
考
す
ぺ
し
。
三
州
志
来
図
概
覧
に
一
宮
ふ
。
長
享
二
年
圏
、
主

宮
樫
次
郎
政
親
線
賊
の
矯
に
枇
稜
海
浜
の
後
、
賊
徒
共
尾
山
に
鐙
障

を
設
け
、
所
々
に
築
盤
割
按
し
て
輔
寧
唇
歯
を
た
す
事
‘
凡
そ
八
十

八
年
と
云
ふ
。
此
の
間
尾
山
城
代
は
下
関
筑
前
・
七
里
参
河
・
坪
坂
伯

者
・
同
新
五
郎
・
杉
浦
笠
岐
・
三
林
善
四
郎
・
平
塚
藤
九
郎
・
松
永
丹
波
・

下
間
帯
寅
法
橋
等
也
。
と
い
へ
り
。
平
次
按
A
T
る
に
、
杉
浦
笠
岐
玄
任

者
城
代
の
主
将
な
り
し
と
と
、
前
編
の
書
簡
共
陀
て
い
ち
ぢ
る
し
。

坪
坂
以
下
者
共
の
旗
下
な
ら
ん
か
。
倫
追
放
す
ぺ
し
。

O
本
丸
便
殿

実
正
八
年
間
三
月
尾
山
段
按
後
、
佐
久
間
盛
政
の
居
披
と
注
し
、
賊

徒
共
の
建
て
置
き
た
る
本
丸
の
悌
堂
を
ば
、
直
に
共
の
億
居
室
と
た

し
‘
盛
政
S

誌
に
居
せ
し
が
、
同
十
一
年
凶
月
盛
政
の
留
守
居
よ
り
、
mm

柴
秀
吉
公
へ
共
の
憧
指
上
げ
退
去
の
後
、
吾
が
藩
組
利
家
卿
へ
賜
は

り
利
家
と
れ
に
入
披
せ
ら
れ
、
創
ち
本
丸
の
奮
働
堂
を
共
の
位
使
室

と
な
し
給
へ
り
と
一
式
ふ
。
閥
屋
政
春
の
古
兵
談
広
、
本
丸
之
庚
問
者
、

下
関
法
橋
之
時
之
悌
堂
を
共
健
康
聞
に
用
ひ
て
、
高
徳
公
之
時
ま
で

あ
り
た
り
。
民
間
之
上
比
薦
包
を
棟
木
に
結
び
附
け
あ
る
を
卸
さ
せ

見
給
ふ
に
)
捕
陀
の
像
注
り
云
々
。
と
あ
り
。
按
A
Y
る
に
、
是
即
ち
そ

申
候
号
、
名
字
を
桜
御
注
進
可
v
歩
成
候
。
倫
御
使
借
b
由
鱒
慨
。

恐
協
議
官
。

閏
八
月
十
一
日

寺

島

甚

之

丞

名
~J 

園
泰
寺
侍
者
締
師

右
等
に
て
も
、
園
初
の
頃
は
‘
園
主
領
主
の
居
城
建
も
‘
城
内
の
武

備
を
専
務
と
た
し
‘
便
殿
建
物
は
悌
堂
偽
剰
の
古
建
物
を
ば
、
其
の

使
用
ひ
ら
れ
た
る
事
知
ら
れ
け
り
。
享
保
十
九
年
に
有
海
武
貞
が
記

載
せ
し
金
津
闘
譜
に
も
、
太
守
の
御
常
居
も
、
昔
は
御
本
械
に

τ、

往
昔
一
向
宗
の
御
堂
に
共
偉
御
座
あ
り
と
云
へ
り
。
或
は
云
ふ
。
阿

踊
陀
の
本
隼
を
御
番
衆
見
付
け
出
し
て
、
芳
春
院
殿
是
を
信
仰
せ
ら

れ
.
後
に
西
末
寺
へ
御
預
け
あ
り
た
り
と
云
ふ
。
又
城
内
合
所
或
は

作
事
所
等
は
、
古
へ
城
内
本
丸
に
本
源
寺
有
り
し
時
の
‘
一
向
山
一
京
道

場
共
の
残
り
た
る
を
共
の
健
用
ひ
ら
れ
、
今
以
て
往
古
の
憧
た
る
古

建
物
也
。
と
い
.
へ
り
。
三
州
志
来
因
概
究
に
も
、
下
張
所
劇
場
曾
所
は
、

皆
古
へ
本
源
寺
の
時
の
支
院
を
園
初
よ
り
共
の
健
に
て
用
ひ
ら
れ
、

焼
失
も
注
〈
今
に
至
り
、
数
百
年
前
の
遺
材
と
云
ふ
。
今
治
割
場
に

後
堂
と
呼
ぺ
る
所
あ
り
と
o
A
A
等
も
古
寺
の
遺
鋭
成
る
ぺ
し
。
と
い
へ

り
。
今
按
や
る
に
、
右
建
物
は
明
治
陵
藩
の
後
、
陸
軍
管
所
と
成
り

金
滞
古
蹟
志
品
恒
三

叉
左

J;P 

.. 

の
か
み
賊
徒
共
の
守
謎
せ
し
頃
?
本
源
寺
の
本
命
た
り
し
を
寸
実
正

八
年
設
披
の
頃
、
賊
徒
共
藤
包
と
な
し
、
棟
木
に
結
び
付
げ
置
き
た

る
な
ら
ん
か
。
又
は
依
久
間
氏
入
械
の
後
、
働
堂
を
臆
聞
に
直
さ
れ

し
時
、
か
く
は
注
し
世
か
れ
た
る
に
で
も
あ
る
べ
し
。
訟
も
ふ
に
天

正
十
三
年
間
八
月
、
佐
々
成
政
征
伐
と
し
て
秀
吉
公
越
中
園
へ
出
馬

あ
り
。
成
政
降
服
し
て
、
新
川
郡
を
除
〈
外
三
郡
を
利
家
卿
へ
賜
は

り
・
世
子
利
長
卿
加
賀
園
松
任
城
よ
り
越
中
園
射
水
郡
守
山
へ
入
城

し
給
ふ
頃
、
同
郡
西
岡
国
泰
寺
の
方
丈
の
建
物
を
守
山
に
還
さ
れ
、

守
山
城
の
便
殿
と
せ
ら
れ
た
り
。
共
の
時
の
印
番
等
、
今
に
国
務
寺

に
停
来
す
。
共
の
文
如
v
左。

蛍
寺
方
丈
儀
.
守
山
ね
取
申
候
僚
.
残
小
寺
並
山
林
之
事
不
ν
可
v
有
a

異
儀
-
候
者
也
。

後
八
月
十
一
日

国

務

寺

和j

家

納
所
御
中

御
寺
方
丈
之
儀
、
守
山
ね
御
用
之
儀
に
而
被
ve同
v
取
候
。
然
者
磁
候
小

寺
共
無
=
別
儀
敬
語
v
傘
候
。
方
丈
之
儀
者
小
屋
が
け
成
共
可
v

俳
成

候
。
共
寺
内
共
之
儀
少
も
無
a
別
儀
-
候
皆
、
御
印
被

vF参
候
僚
、
若

た
れ
ル
¥
兎
角
之
俄
申
候
共
、
御
承
引
有
閑
敷
候
。
共
上
兎
角
之
儀

し
後
、
取
鍛
完
れ
た
り
。

O
本

丸

居

室

異
本
末
守
記
に
云
ふ
。
天
正
十
一
年
九
月
十
一
日
の
未
刻
に
、
能
登

米
守
よ
り
の
注
進
と
し
て
山
岡
仁
左
衛
門
と
云
ふ
者
参
滞
す
。
金
滞

の
諸
士
今
夜
の
内
に
末
守
へ
馳
せ
付
く
や
う
に
と
の
よ
し
鍋
れ
姐
さ

れ
利
家
卿
は
は
や
御
本
丸
御
居
聞
に

τ物
具
を
召
し
‘
上
帯
の
先
を

切
っ
て
捨
て
、
御
討
死
と
覚
悟
し
給
ふ
。
御
前
様
、
民
斗
地
・
か
ち
架

を
三
方
に
載
せ
持
ち
出
で
‘
御
諒
き
被
v
成
、
未
の
刻
に
出
馬
し
給
ふ

云
々
。
箕
浦
高
良
筆
記
に
云
ふ
。
此
の
時
金
揮
の
披
に

τ末
森
後
傘

の
評
定
云
々
。
不
破
彦
三
被
v
申
は
‘
十
死
一
生
の
後
巻
也
云
々
。
利

家
卿
‘
4

ん
も
也
‘
は
や
出
る
と
被
v
仰
、
臭
へ
御
入
。
家
老
衆
、
赴
は

人
勢
立
の
様
子
も
た
く
如
何
と

τ、
彦
三
申
上
候
と
子
小
姓
衆
を
以

申
。
鈴
の
聞
に
て
迫
付
、
爾
々
と
申
云
々
。
と
あ
り
。
鈴
の
聞
は
表

と
臭
と
の
境
た
る
間
た
る
ぺ
し
。
又
村
井
長
明
の
陳
普
録
に
、
大
納

言
様
奈
古
屋
陣
よ
り
御
師
、
十
一
月

K
金
津
へ
御
下
向
被
v
成
。
製
正

月
年
頭
御
雄
、
大
身
・
小
身
共
紙
子
に
て
出
仕
可
v
設
皆
被
昌
仰
出
↓
御

櫨
銭
は
御
一
家
家
・
年
寄
衆
共
外
大
身
衆
は
受
賞
文
、
共
外
二
・
一
一
一
千

石
主
り
下
は
五
百
文
也
。
御
小
姓
・
馬
魁
衆
は
三
百
文
又
は
吠
百
文




